
ふくしま産業活性化企業立地促進補助金　財産処分手続きフロー図 (2026.4月～)

申請者 県（企業立地課）

受理
内容確認・審査

対象となる財産の処分
（処分承認日以降、申請書に記載した処分

予定日までの間に速やかに行う）

納付書による納付

送達

事前相談(処分前に企業立地課(024-521-8523)に相談)
（補助対象となったものの処分（転用・譲渡・交換・貸付・担保に供するもの・取壊し・

廃棄）についての相談等）

領収書（写し）の送付
領収書受領

内容確認

補助対象となる財産の処分を実施（処分にあたって
は、補助金の対象物であることに留意し、書類等を
整理しておく）。

送達

受理
内容確認・審査

財産処分承認申請（第１号様式）

財産処分承認指令書

（補助金の返還が生じる場合あり）

財産処分報告（第３号様式）

（処分後の報告）

（補助金返還あり）

納付書発行

手続該当

処分実施後、速やかに報告

手続終了

納期限に注意

（補助金返還なし）

手続終了

財務会計システムに

よる収入データ確認

・金融機関への納付後、領収（出納）
印が押印された領収書の写しをスキャ
ンして企業立地課へ送付


